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長
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本 

英
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会
長
就
任
に
あ
た
り
、
一
言
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ

ま
す
。

　
皆
様
方
に
は
、
日
頃
か
ら
農
業
委
員
会
の
活
動
に

ご
理
解
ご
協
力
を
賜
り
、
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
全
世
界
を
巻
き
込
ん
だ
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

感
染
拡
大
は
依
然
と
し
て
予
断
を
許
さ
ず
、
農
作
物

の
輸
入
に
悪
影
響
が
出
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
中
、

今
後
益
々
国
産
農
畜
物
産
の
安
定
的
な
生
産
・
供
給

と
い
う
農
業
の
使
命
は
大
き
く
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
反
面
、
全
国
的
に
米
価
の
低
迷
、
担
い
手
不
足
、

農
地
の
荒
廃
が
進
む
な
ど
、
農
業
経
営
を
取
り
巻
く

情
勢
は
厳
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　
こ
の
よ
う
な
環
境
情
勢
の
中
、
姫
路
市
農
業
委
員

会
の
会
長
職
を
仰
せ
つ
か
り
、
重
責
を
痛
感
し
て
お

り
ま
す
。

り　
本
市
に
お
き
ま
し
て
も
、
農
業
従
事
者
の
高
齢
化
や

後
継
者
不
足
、
耕
作
放
棄
地
の
増
加
、
有
害
鳥
獣
被

後害
等
に
よ
り
、
農
地
利
用
最
適
化
の
推
進
が
重
要
な

害課
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
を
受
け
、
農
業
委

課員
と
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
が
連
携
し
、
地
域

員に
密
着
し
て
よ
り
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
施
策
に
取

にり
組
ん
で
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

り　
今
後
と
も
、
姫
路
市
の
農
業
振
興
・
発
展
に
寄
与

す
べ
く
、
姫
路
市
農
業
委
員
会
一
丸
と
な
っ
て
精
一

す杯
取
り
組
み
ま
す
の
で
、
皆
様
の
ご
支
援
と
ご
協
力

杯

を

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

よ
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新しい農業委員・

農地利用最適化推進委員を

紹介します
任期　令和２年８月１日〜令和５年７月31日

北東部

北西部地区

（北西部　農 ６名、推 12名）
（北東部　農 ７名、推 14名）

（中南部　農 ６名、推 10名）

農：農業委員

推：農地利用最適化推進委員

上　段：氏名

下　段：（担当地区）

会長

岸本 英夫
（花田）

宮下 裕光
（別所）

松尾 富昭
（谷外）

萩原 和好
（豊富）

福永 利一
（船津）

福岡 溜
（山田）

田中 博
（香呂）

東郷 俊孝
（船津）

青田 幸一
（船津）

大藤 隆博
（山田）

炭谷 和人
（中寺）

嵯峨 基明
（中寺）

中川 千秋
（香呂）

中塚 良幸
（手柄）

三木 輝男
（英賀保）

田尻 清敏
（砥堀）

岡田 良造
（高浜）

岡本 富博
（糸引）

田口 繁克
（八幡）

松田 勲
（糸引）

水野 守弘
（的形）

会長職務代理者

青田 誠
（城北）

小西 博幸
（勝原）

船引 政則
（大津）

奥野 彰悦
（荒川）

橋本 和太
（高岡）

濱田 能秀
（旭陽）

佐藤日出男
（余部）

井上 哲夫
（花田）

竹中 隆一
（四郷）

竹中 政司
（御国野）

市村 博道
（別所）

小寺澤英幸
（谷内）

冨士原克己山口 幹男
（豊富）

泥 信幸
（豊富）

田靡 仁志
（曽左）

会長職務代理者

大塚 正稔
（白鳥）

小林 忠明
（林田）

橋本 静枝
（前之庄）

飯塚 祐樹
（古知）

尾川 和男
（安富南）

坂口 博幸
（曽左）

佐伯
（白鳥）

篠本 忠美
（太市）

大谷 正幸
（林田）

山下 善文
（伊勢）

市村 耕一
（置塩）

山口 福夫
（菅生）

大江 廣明
（山之内）

菅長 啓一
（上管）

有近 正人
（莇野）

馬躰 哲郎
（安富中）

山本 勉
（安富北）

宏章
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農 事 相 談 室農 事 相 談 室農 事 相 談 室

◎原則、第１水曜日　午前 10 時〜 12 時

◎場所 農業委員会室（姫路市役所 本庁舎９階）

◎問い合わせ　姫路市農業委員会事務局 ℡ 079-221-2823

農地の売買・貸借、相続税等納税猶予など、お気軽にご相談ください。

なお、事務手続きなどのご相談は、随時受け付けています。

月 ９月 10月 11月12月 1月 2月

2

水

7

水

4

水

2

水

6

水

3

水

3

水

3月

日

曜

農家の皆さんへのお願い農家の皆さんへのお願い農家の皆さんへのお願い

農地の適正管理を
　耕作放棄地は、雑草や害虫の発生が周辺に迷惑を

与えるばかりでなく、不法投棄や火災を招く恐れも

あります。農地の所有者は、有効活用、草刈りなど

適正管理に努めましょう。

農機具による事故の防止を

委員活動状況 （活動記録カード提出数）
（令和元年８月１日〜令和２年７月31日）

令和元年農地転用等申請（届出）集計
（平成31年１月１日〜令和元年12月31日）

　トラクター等の整備不足や人的ミスにより、農作

業中の転倒・転落事故が増えています。

☆事故防止対策の３つのポイント☆

　①確実な運転操作とブレーキ連結の確認を

　②安全キャブ・フレーム装着とシートベルトの着用を

　③ランプ類や低速車マーク等の取り付けを

農業者年金に加入しませんか！！

林田チャレンジ農園

　右記の３つの要件を満たす人は誰でも

加入できます。

　農地を持っていない農業者、配偶者、

後継者などの家族従事者も加入できます。

　農作業を手軽に楽しむことが

できる普通農園区画の他、本格

的な農業にチャレンジできる講

習付き区画を備えた新しい農園

です。どちらの区画も利用者が

決まり、５月より農作業を楽し

まれています。

【問い合わせ】

農政総務課 ℡：079-221-2472

◆農地を相続したら届出が必要です！
　相続等で農地の権利を取得した場合は、法務局での所有権移転

完了後、農地の所在する市町村の農業委員会に届出が必要です。

◆農地の転用は許可申請（届出）が必要です！
　農地を住宅や駐車場など農地以外の用途に使用（転用）する

場合は、農地法の許可（届出）が必要です。許可を受けずに

耕作以外の用途に使用している場合は、違反転用になります。

★農地法第3条申請とは・・・
　　農地を耕作目的で所有権を移転し、又は賃借権等を

　設定する場合の申請。

★農地法第4条申請（届出）とは・・・
　　所有者自らが転用する場合の申請（届出）。

★農地法第5条申請（届出）とは・・・
　　転用に際し所有権の移転又は賃借権等の設定を

　伴う場合で、新たに権利を取得する者が転用する

　場合の申請（届出）。

★農地法第４条、第５条における「申請」と「届出」の違い
　　市街化区域以外農地の転用の場合は、「申請」に

　よる県知事許可であり、市街化区域内農地の転用の

　場合は、「届出」による農業委員会受理。

　＜加入要件＞

　　①年齢要件…60歳未満

　　②国民年金の要件…国民年金第１号被保険者

　　③農業上の要件…年間60日以上農業に従事

農薬の適正使用を
　農薬を散布する際は、近隣農家や周辺住民とコミュ

ニケーションをとる、風の少ない時間帯に使用する

など、周辺環境に配慮をしましょう。

水門などの適切な管理を
　近年、異常気象が多発しています。突発的な集中

豪雨の際などには、水門や堰板などの適切な管理を

お願いします。

農機具についた土の後始末を
　耕起作業後、道路に田畑の土を落としたまま移動

すると、スリップ事故の原因にもなり危険ですので、

農機具の土を除いてから移動するようにお願いします。

しっかり積み立て、がっちりサポート！
安心で豊かな老後を！

活動内容

農地転用現地確認

農地の売買・貸借

農地関連相談（転用・相続など）

農地パトロール・遊休農地対策

その他

所有権

耕作権

届　出

申　請

届　出

申　請

124

32

185

40

514

96

件　数

件　数

17.62

7.65

8.29

3.18

35.93

8.86

536

135

77

42

175

面積(  )

３
条

４
条

５
条

姫路市林田町口佐見　

( はやしだ交流センター　　

　　　　　「ゆたりん」北 )　


	農委108　1.pdf
	農委108裏面
	農委108　4

